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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第97期 

第２四半期累計期間
第98期 

第２四半期累計期間
第97期

会計期間
自　2019年４月１日
至　2019年９月30日

自　2020年４月１日
至　2020年９月30日

自　2019年４月１日
至　2020年３月31日

売上高 (百万円) 23,673 24,930 46,902

経常利益 (百万円) 627 1,689 1,066

四半期(当期)純利益 (百万円) 433 1,293 707

持分法を適用した場合の投資利益 (百万円) ─ ─ ─

資本金 (百万円) 10,758 10,758 10,758

発行済株式総数 （株） 9,451,169 9,451,169 9,451,169

純資産額 (百万円) 32,721 33,520 32,302

総資産額 (百万円) 70,072 71,106 69,153

１株当たり四半期(当期)純利益 (円) 49.41 147.40 80.59

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) ― ─ ─

１株当たり配当額 (円) 30.00 30.00 60.00

自己資本比率 (％) 46.7 47.1 46.7

営業活動によるキャッシュ・フロー (百万円) 3,483 1,394 5,726

投資活動によるキャッシュ・フロー (百万円) △1,263 △218 △1,485

財務活動によるキャッシュ・フロー (百万円) 432 △343 △1,799

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) 7,478 8,101 7,268
 

 

回次
第97期

第２四半期会計期間
第98期

第２四半期会計期間

会計期間
自　2019年７月１日
至　2019年９月30日

自　2020年７月１日
至　2020年９月30日

1株当たり四半期純利益 (円) 2.64 65.15
 

（注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

４．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結経営指標等の推移については記載しておりま

せん。

 
２ 【事業の内容】

当第２四半期累計期間において、当社において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第２四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経

営者が提出会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識し

ている主要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更

はありません。

 

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

(1) 財政状態及び経営成績の状況

当第２四半期累計期間におけるわが国の経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により国内外の社会・経済活

動が抑制され、個人消費や輸出、生産の減少など極めて厳しい状況で推移いたしました。政府の緊急事態宣言の解

除後も経済活動の回復に向けた動きは鈍く、依然として先行きは不透明な状況が続いております。

医薬品業界では、薬価制度改革をはじめとして後発医薬品の使用促進策の強化など、医療費適正化諸施策が引き

続き推進されており、経営のさらなる強化が求められるなか、研究開発費の増加、開発リスクの増大、企業間競争

の激化など収益環境の厳しさが増しております。

このような状況のもと、当社は、主力製品の人工腎臓用透析剤キンダリーなど人工透析関連製商品及び輸液など

のより強固な浸透を図るとともに、後発医薬品の販売促進にも注力してまいりました。

その結果、当第２四半期累計期間の業績につきましては、売上高は後発医薬品の販売増等により249億30百万円と

前年同四半期と比べ12億56百万円（5.3％）の増加となりました。利益面では売上高の増加及び売上原価率の改善に

より、営業利益は17億５百万円と前年同四半期と比べ11億24百万円（193.8％）の増加、経常利益は16億89百万円と

前年同四半期と比べ10億61百万円（169.1％）の増加、また、四半期純利益は12億93百万円と前年同四半期と比べ８

億59百万円（198.3％）の増加となりました。

 
当社の経営成績に重要な影響を与える要因として、製薬業界は、技術の進歩が急速であるという特性に加え、業

界内はもとより、海外企業との激しい市場競争下にあり、当社医薬品事業の主力製品である人工腎臓用透析剤も厳

しい市場競争下にあります。

また、当社は人工腎臓用透析剤や輸液製剤といった基礎的な医薬品を多く取り扱っており、安定供給への重大な

責任を有しております。

地震等の自然災害や新型コロナウイルス感染症等、突発的に発生する事象に備えて、安定供給に支障を来たしか

ねない事象が判明した際には、直ちに緊急対策会議を開催し、優先してその解消に努める等の対策を常日頃より

行っております。

製造設備に関しても大規模な拠点を東西に分散設置し、製品保管庫を各地に設けており、想定外の需要が生じた

場合にも対応可能な在庫数量を確保している事に加え、製品が全体的に重量物の占める割合が高いため、物流コス

トの上昇による影響は大きく、必然的に売上原価や販売費及び一般管理費は非常に高くなる傾向となっておりま

す。

当第２四半期累計期間の医薬品事業につきましては、後発医薬品の販売促進にも注力した結果、前年同四半期と

比べ12億51百万円（5.3％）の増収となりました。また、製造原価の低減に努め、売上原価率は前年同四半期と比べ

2.0％低減したことや、販売費及び一般管理費が減少したことにより、各利益で増益の結果となりました。

医薬品の安定供給の社会的使命を全うし、同時に経営基盤の強化を行っていくことが今後も必須であると考えて

おります。
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当第２四半期会計期間末の総資産は、建物及び構築物（純額）の減少等があったものの、現金及び預金や受取手

形及び売掛金の増加等により前事業年度末から19億53百万円（2.8％）増加し、711億６百万円となりました。

負債は支払手形及び買掛金の減少等があったものの、電子記録債務や未払法人税等の増加等により前事業年度末

から７億34百万円（2.0％）増加し、375億86百万円となりました。

純資産は利益剰余金やその他有価証券評価差額金の増加により前事業年度末から12億18百万円（3.8％）増加し、

335億20百万円となりました。

なお、自己資本比率は47.1％と前事業年度末に比べ0.4％の増加となりました。

 
(2) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期累計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末に比べ８億33百万円増加し、81億１百万

円となりました。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加等があったものの、税引前四半期純利益や減価償却費

の計上等により13億94百万円の収入となりました。（前年同四半期は34億83百万円の収入）

 
（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却による収入等があったものの、有形固定資産の取

得による支出により２億18百万円の支出となりました。（前年同四半期は12億63百万円の支出）

 
（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の減少や配当金の支払等により３億43百万円の支出となり

ました。（前年同四半期は４億32百万円の収入）

 

(3) 研究開発活動

当第２四半期累計期間の研究開発費の総額は７億６百万円であります。

なお、当第２四半期累計期間において、研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

 

３ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 20,000,000

計 20,000,000
 

 
② 【発行済株式】

 

種類
第２四半期会計期間末

現在発行数(株)
(2020年９月30日)

提出日現在発行数(株)
(2020年11月11日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 9,451,169 9,451,169
東京証券取引所
市場第一部

単元株式数は
100株であります。

計 9,451,169 9,451,169 ― ―
 

 
(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　　　該当事項はありません。
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(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

2020年７月１日～
2020年９月30日

― 9,451,169 ― 10,758 ― 10,000
 

 
(5) 【大株主の状況】

 

2020年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式(自己株式を
除く。)の総数に対する
所有株式数の割合(％)

ぶどう協和会 大阪市城東区森之宮２丁目３番11号 590 6.72

敷島振興株式会社 大阪市城東区森之宮２丁目３番28号 452 5.16

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内１丁目１番２号 429 4.89

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口）

東京都港区浜松町２丁目11番３号 427 4.87

三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目４番１号 377 4.31

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７番１号 345 3.94

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内１丁目６番６号 239 2.73

扶桑薬品工業従業員持株会 大阪市城東区森之宮２丁目３番11号 236 2.69

株式会社日本カストディ銀行
（信託口）

東京都中央区晴海１丁目８番12号 230 2.63

戸　田　幹　雄 大阪府豊中市 188 2.15

計 ― 3,517 40.10
 

(注)　当第２四半期会計期間末現在における三井住友信託銀行株式会社の信託業務に係る株式数は、当社として

把握することができないため記載しておりません。
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2020年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）

― ―
普通株式 677,400

完全議決権株式(その他) 普通株式 8,682,700 86,827 ―

単元未満株式 普通株式 91,069 ― ―

発行済株式総数 9,451,169 ― ―

総株主の議決権 ― 86,827 ―
 

(注) 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が500株（議決権５個）

含まれております。

 
② 【自己株式等】

2020年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有

株式数の割合(％)

（自己保有株式）
扶桑薬品工業株式会社

大阪市中央区道修町
一丁目７番10号

677,400 ― 677,400 7.17

計 ― 677,400 ― 677,400 7.17
 

 

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63

号)に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期会計期間(2020年７月１日から2020年９月

30日まで)及び第２四半期累計期間(2020年４月１日から2020年９月30日まで)に係る四半期財務諸表について、有限責

任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

 

３．四半期連結財務諸表について

当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１ 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

           (単位：百万円)

          
前事業年度

(2020年３月31日)
当第２四半期会計期間
(2020年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 7,268 8,101

  受取手形及び売掛金 20,401 21,401

  商品及び製品 8,218 8,608

  仕掛品 125 99

  原材料及び貯蔵品 1,667 1,633

  その他 328 499

  流動資産合計 38,011 40,345

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 10,389 10,082

   土地 8,854 8,818

   その他（純額） 6,205 6,081

   有形固定資産合計 25,449 24,982

  無形固定資産 518 404

  投資その他の資産 5,174 5,374

  固定資産合計 31,142 30,761

 資産合計 69,153 71,106

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 9,635 9,176

  電子記録債務 3,203 3,718

  短期借入金 6,505 6,451

  未払法人税等 151 712

  賞与引当金 870 892

  その他の引当金 294 266

  その他 5,040 5,321

  流動負債合計 25,701 26,538

 固定負債   

  長期借入金 8,245 8,221

  退職給付引当金 1,077 1,013

  その他の引当金 287 279

  その他 1,538 1,533

  固定負債合計 11,150 11,047

 負債合計 36,851 37,586
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           (単位：百万円)

          
前事業年度

(2020年３月31日)
当第２四半期会計期間
(2020年９月30日)

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 10,758 10,758

  資本剰余金 15,010 15,010

  利益剰余金 12,719 13,764

  自己株式 △2,164 △2,165

  株主資本合計 36,323 37,366

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 599 789

  土地再評価差額金 △4,621 △4,635

  評価・換算差額等合計 △4,021 △3,845

 純資産合計 32,302 33,520

負債純資産合計 69,153 71,106
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(2) 【四半期損益計算書】

【第２四半期累計期間】

           (単位：百万円)

          前第２四半期累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

売上高 23,673 24,930

売上原価 17,136 17,554

売上総利益 6,537 7,375

返品調整引当金繰入額 0 0

差引売上総利益 6,537 7,375

販売費及び一般管理費 ※1  5,956 ※1  5,669

営業利益 580 1,705

営業外収益   

 受取利息及び受取配当金 53 45

 保険関係収益 100 85

 その他 65 17

 営業外収益合計 220 148

営業外費用   

 支払利息 112 99

 生命保険料 47 49

 その他 12 15

 営業外費用合計 172 163

経常利益 627 1,689

特別利益   

 固定資産売却益 38 91

 投資有価証券売却益 - 38

 特別利益合計 38 129

特別損失   

 固定資産除却損 11 2

 投資有価証券評価損 39 -

 特別損失合計 51 2

税引前四半期純利益 614 1,816

法人税、住民税及び事業税 155 589

法人税等調整額 26 △65

法人税等合計 181 523

四半期純利益 433 1,293
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(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：百万円)

          前第２四半期累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税引前四半期純利益 614 1,816

 減価償却費 1,160 1,173

 固定資産売却損益（△は益） △38 △91

 投資有価証券売却損益（△は益） - △38

 固定資産除却損 11 2

 投資有価証券評価損 39 -

 賞与引当金の増減額（△は減少） - 22

 退職給付引当金の増減額（△は減少） △70 △64

 受取利息及び受取配当金 △53 △45

 支払利息 112 99

 売上債権の増減額（△は増加） 1,989 △1,000

 たな卸資産の増減額（△は増加） 895 △330

 仕入債務の増減額（△は減少） △984 55

 その他 68 △95

 小計 3,745 1,505

 利息及び配当金の受取額 56 45

 利息の支払額 △129 △104

 法人税等の支払額 △189 △51

 営業活動によるキャッシュ・フロー 3,483 1,394

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 有形固定資産の取得による支出 △1,890 △456

 有形固定資産の売却による収入 73 130

 投資有価証券の売却による収入 74 40

 定期預金の払戻による収入 500 -

 その他 △19 67

 投資活動によるキャッシュ・フロー △1,263 △218

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入金の純増減額（△は減少） △60 -

 長期借入れによる収入 3,050 2,100

 長期借入金の返済による支出 △2,204 △2,178

 配当金の支払額 △350 △262

 その他 △2 △2

 財務活動によるキャッシュ・フロー 432 △343

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,652 833

現金及び現金同等物の期首残高 4,826 7,268

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１  7,478 ※１  8,101
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【注記事項】

(追加情報)

新型コロナウイルス感染症についての収束時期等を正確に予測することは、依然として困難な状況にあります。

当第２四半期累計期間におきましては、新型コロナウイルス感染症による当社の業績への重要な影響は生じてお

りません。しかし、今後、さらに感染拡大が長期化または深刻化した場合には、活動の自粛や制限、患者の受診抑

制等による業績への影響や、原材料調達の停滞、生産工場内での感染者発生による製品供給の停止等、当社の事業

においても重要な影響が生じる可能性があります。

新型コロナウイルス感染症への当社の対応といたしましては、事業継続に最低限必要な社員を除き、在宅勤務や

時差出勤を行うことで接触機会を低減させる等の感染対策に取り組んでまいりました。依然として予断を許さない

状況が続いておりますが、医薬品の安定供給の社会的使命を全うするため、引き続き事業活動の継続に向けた取り

組みを行ってまいります。

 
(四半期損益計算書関係)

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

 

 
前第２四半期累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)

荷造運送費

給料

賞与引当金繰入額

その他の引当金繰入額

退職給付費用

減価償却費

研究開発費

1,057

1,257

404

8

132

248

716

百万円

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

1,035

1,223

404

7

149

246

706

百万円

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃
 

　

 

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおり

であります。

 
前第２四半期累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)

現金及び預金 7,878百万円 8,101百万円

預入期間が３か月を超える
定期預金

△400　〃 ―　〃

現金及び現金同等物 7,478百万円 8,101百万円
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(株主資本等関係)

前第２四半期累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年９月30日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2019年６月25日
定時株主総会

普通株式 351 40.00 2019年３月31日 2019年６月26日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間の末日後となる

もの

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2019年11月８日
取締役会

普通株式 263 30.00 2019年９月30日 2019年12月５日 利益剰余金
 

　

当第２四半期累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年９月30日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年６月26日
定時株主総会

普通株式 263 30.00 2020年３月31日 2020年６月29日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間の末日後となる

もの

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年11月10日
取締役会

普通株式 263 30.00 2020年９月30日 2020年12月７日 利益剰余金
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

　　前第２四半期累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年９月30日)

当社は、医薬品事業の他に不動産の賃貸業を営んでおりますが、重要性が乏しいことからセグメント情報の記載

を省略しております。

 

　　当第２四半期累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年９月30日)

当社は、医薬品事業の他に不動産の賃貸業を営んでおりますが、重要性が乏しいことからセグメント情報の記載

を省略しております。

　

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前第２四半期累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)

１株当たり四半期純利益 49円41銭 147円40銭

(算定上の基礎)   

四半期純利益(百万円) 433 1,293

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る四半期純利益(百万円) 433 1,293

普通株式の期中平均株式数(千株) 8,775 8,774
 

(注)　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 
 
２ 【その他】

第98期(2020年４月１日から2021年３月31日まで)中間配当について、2020年９月30日の株主名簿に記録された株主

に対し、次のとおり中間配当を行うことを2020年11月10日開催の取締役会で決議いたしました。

① 配当金の総額                               　263百万円

② １株当たりの金額                            　30円00銭

③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日  　2020年12月７日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
　

2020年11月６日

扶桑薬品工業株式会社

取締役会  御中

有限責任監査法人トーマツ

大阪事務所
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員    
 公認会計士 髙　見　勝　文 ㊞

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員    
 公認会計士 村　上　育　史 ㊞

 

 
監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている扶桑薬品工業株

式会社の2020年４月１日から2021年３月31日までの第98期事業年度の第２四半期会計期間（2020年７月１日から2020年

９月30日まで）及び第２四半期累計期間（2020年４月１日から2020年９月30日まで）に係る四半期財務諸表、すなわ

ち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書、四半期キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行っ

た。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、扶桑薬品工業株式会社の2020年９月30日現在の財政状態並びに同日をもっ

て終了する第２四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が

全ての重要な点において認められなかった。

 
監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」

に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監

査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断し

ている。

 
四半期財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適

正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切であ

るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関

する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。
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四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半

期財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ

ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して

実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認

められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と

認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどう

か結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において

四半期財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事項が適切で

ない場合は、四半期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論

は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業とし

て存続できなくなる可能性がある。

・　四半期財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に

準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期財務諸表の表

示、構成及び内容、並びに四半期財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が

認められないかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要

な発見事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー

ドを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 
以  上

 
 

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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